
伊勢崎市企業立地促進奨励金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市は、本市に工場等を新設し、又は増設する企業の事業者に対して伊

勢崎市企業立地促進奨励金（以下「奨励金」という。）を交付することによ

り、企業立地及び雇用の促進を図り、もって本市の産業振興及び市民生活の

安定に資するため、予算の範囲内において奨励金を交付する。 

２ 前項の奨励金の交付に関しては、伊勢崎市補助金等交付規則（平成１７年

伊勢崎市規則第４４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この

要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。ただし、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 工場等 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統

計基準である日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）に掲

げる業種のうち、製造業、道路貨物運送業、こん包業及び卸売業の施設及

び機械設備（専らその事業の用に供するものに限る。）並びに群馬県企業

局（以下「企業局」という。）が造成した工業団地等の用地を企業局から

取得した企業が当該用地に設置した施設及び機械設備をいう。 

⑵ 企業 営利の目的をもって事業を営む法人をいう。この場合において、

会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第４号に規定する親会社

及び同項第３号に規定する子会社の関係を有する企業が共同で同一敷地内

において指定事業を行うときは、当該親会社及び子会社を一つの企業とみ

なす。 

⑶ 指定事業 奨励金の交付の対象となる事業として指定した工場等の新設

又は増設及びそれに伴う雇用をいう。 

⑷ 指定事業者 指定事業の指定を受けた企業をいう。 

⑸ 固定資産税 伊勢崎市市税条例（平成１７年伊勢崎市条例第７５号）第

５４条に基づいて、本市が課する固定資産税（土地、家屋及び償却資産に

対し課する税をいう。）をいう。 

⑹ 都市計画税 伊勢崎市都市計画税条例（平成１７年伊勢崎市条例第７７



号）第１条に基づいて、本市が課する都市計画税（土地及び家屋に対し課

する税をいう。）をいう。 

⑺ 新設 企業が市内に土地を購入し、建築物のない当該土地に新たに工場

等を建設することをいう。 

⑻ 増設 工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第６条第１項の規定によ

り本市に届出をし、かつ、市内で操業している企業で、同一敷地内又は同

項に規定する１の団地内において事業規模を拡大する目的で既存の工場等

を拡張することをいう。 

⑼ 常時雇用 市内で操業する企業において、常時使用される従業員のうち、

雇用期間の定めがないもの（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理

の改善等に関する法律（平成５年法律第７６号）第２条第１項に規定する

短時間労働者を除く。）を雇用することをいう。 

⑽ 転入者 既に市外の工場等で常時雇用されている者のうち、工場等の新

設又は増設に伴い市内に住所を移し、当該工場等に勤務する者をいう。 

（奨励金対象事業等） 

第３条 奨励金の対象とする事業は、指定事業の指定を受けた事業であって、

対象となる要件、奨励金の額、交付期限等は、別表のとおりとする。この場

合において、奨励金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。 

（指定事業指定申請） 

第４条 指定事業の指定を受けようとする企業は、企業立地促進指定事業指定

申請書（様式第１号）を、工場等の新設又は増設に係る建築工事に着手する

３０日前までに市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、

市長がやむを得ない理由があると認めるときは、申請書と異なる時期に提出

することができる。 

⑴ 資産及び負債に関する事項を記載した書類（直近の決算報告書、有価証

券報告書等の写し） 

⑵ 土地の登記事項証明書（新設の場合に限る。） 

⑶ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項に規定する検



査済証の写し（開発行為を伴う新設の場合に限る。） 

⑷ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項に規定する確認

済証の写し 

⑸ 新設又は増設に係る工場等の配置計画図 

⑹ 企業の代表者届出書兼委任状（様式第２号）（第２条第２号後段に規定

する場合に限る。） 

（指定事業の指定等） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、当該申請に係

る書類等を第３条の要件に照らして審査し、指定事業に指定するときは、企

業立地促進指定事業指定通知書（様式第３号）により申請者に通知するもの

とする。 

（操業開始の届出） 

第６条 指定事業者は、工場等が操業を開始した日から３０日以内に操業開始

届出書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

⑴ 企業概要報告書（様式第５号） 

⑵ 建築基準法第７条第５項に規定する検査済証の写し 

⑶ 建物の登記事項証明書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（交付申請書の様式等） 

第７条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第６号のとおりとする。  

２ 規則第４条第１項の申請書の提出時期は、工場等の操業開始後における固

定資産税又は都市計画税（以下「固定資産税等」という。）が賦課された翌

年度とし、申請書の提出期限は、当該年度の１１月３０日までとする。 

（記載事項） 

第８条 規則第４条第１項第５号に規定する市長の定める事項は、次のとおり

とする。 

⑴ 操業開始年月日 

⑵ 奨励金の対象となる土地及び家屋の所在地番及び面積 

⑶ 新設の場合は、土地の取得日又は都市計画法第３６条第２項に規定する



検査済証の交付を受けた日（以下「検査済証交付日」という。）。増設の

場合は、増設の工事完了日 

２ 規則第４条第２項第５号に規定する市長の定める事項は、次のとおりとす

る。 

⑴ 所在証明書（初回申請のみ） 

⑵ 申請者の資産及び負債に関する事項（直近の決算報告書、有価証券報告

書等の写し） 

⑶ 固定資産課税台帳記載事項説明書（公課証明書及び償却資産証明書） 

⑷ 市税の滞納がないことを証する書類 

⑸ 市民税特別徴収事業者であることを証する書類 

⑹ 契約書の写しのほか工事完了を証する書類（増設の初回申請の場合に限

る。） 

⑺ ６月以上継続して常時雇用している者の一覧並びに雇用保険被保険者資

格取得等確認通知書、健康保険証及び住民票の写し（初回申請のみ） 

⑻ その他市長が必要と認める書類 

３ 規則第４条第１項第３号に掲げる事項は、記載することを要しない。 

４ 規則第４条第２項第３号及び第４号に掲げる事項に係る書類の添付は要し

ない。 

（交付決定通知書の様式） 

第９条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第７号のとおりとする。 

（実績報告書の様式） 

第１０条 規則第１３条の実績報告書の様式は、様式第８号のとおりとする。 

（報告書の提出時期等） 

第１１条 規則第１３条の報告書の提出時期は、交付申請をした年度内とする。 

（奨励金の額の確定通知） 

第１２条 規則第１４条の規定に基づく奨励金の額の確定通知の様式は、様式

第９号のとおりとする。 

（地位の承継） 

第１３条 合併、分割、譲渡その他の事由により、指定事業を引き継ぎ、指定

事業者の地位を承継しようとする事業者（以下「申出者」という。）は、承



継申出書（様式第１０号）に次に掲げる書類を添えて、市長に申し出なけれ

ばならない。 

⑴ 企業概要報告書（様式第５号） 

⑵ 承継の事実を証する書類の写し 

⑶ 申出者の資産及び負債に関する事項（直近の決算報告書、有価証券報告

書等の写し） 

⑷ 法人の登記事項証明書 

⑸ 市税の滞納がないことを証する書類 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申出者は指定事業者の地位を承継し、奨励金（当該指定事業者に対

し既に交付した奨励金を除く。）の交付を受けることができる。 

（書類の整備等） 

第１４条 交付決定を受けた事業者は、奨励金対象事業に係る収入及び支出等

を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類

を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該指定事業の完了の日の属する会

計年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

（書類の経由） 

第１５条 規則及びこの要綱に基づき市長に提出する書類は、産業経済部企業

誘致課を経由しなければならない。 

附 則 

この要綱は平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年３月１日から施行する。ただし、第１４条の「商工

労働課」を「企業誘致課」に改める改正については、平成２４年４月１日から

施行する。 

附 則 

この要綱は平成２５年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は令和３年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

項目 要件 奨励金の額 交付期限 摘要  

新 設 の

場 合 に

対 す る

奨励金 

交 付 申 請 時

に お い て 、 市

民 税 特 別 徴 収

事 業 者 で あ

り 、 市 税 の 滞

納 が な く 、 次

の 要 件 の い ず

れ か を 満 た す

指 定 事 業 者 で

あること。 

1  工 場 等

（ 製 造 業 に 限

る 。 ） を 新 設

す る た め に 都

市 計 画 法 第 ８

条 第 １ 項 に 規

固 定 資 産 税

等 の 納 税 額 に

２ 分 の １ を 乗

じ て 得 た 額 と

する。  

工 場 等 の 操

業 開 始 後 に お

い て 本 市 が 課

す 交 付 申 請 時

の 前 年 度 分 ま

で の 固 定 資 産

税 等 を 完 納

（ 以 下 「 完

納 」 と い

う 。 ） し た 翌

年 度 か ら 起 算

し て ３ 箇 年 を

限 度 と し て 交

付する。  

会 社 法 （ 平

成 17 年 法 律 第

86 号 ） 第 ２ 条

第 １ 項 第 ４ 号

に 規 定 す る 親

会 社 及 び 同 項

第 ３ 号 に 規 定

す る 子 会 社 の

関 係 を 有 す る

企 業 が 、 共 同

で 同 一 敷 地 内

に お い て 左 欄

に 掲 げ る い ず

れ か の 要 件 を

満 た す 事 業 を

行 う 場 合 は 、



定 す る 工 業 地

域 又 は 工 業 専

用 地 域 （ 以 下

こ れ ら の 地 域

を 「 工 業 地 域

等 」 と い

う 。 ） 内 の 用

地を 3,000平方

メ ー ト ル 以 上

取 得 し 、 か

つ 、 用 地 の 取

得 日 又 は 検 査

済 証 交 付 日 か

ら ３ 年 以 内 に

指 定 事 業 者 自

ら が 操 業 を 開

始 し 、 交 付 申

請 時 に 工 場 等

が 継 続 し て い

ること。 

1  工 場 等

（ 製 造 業 に 限

る 。 ） を 新 設

す る た め に 前

号 に 規 定 す る

工 業 地 域 等 以

外 の 市 内 に お

け る 用 地 を

6,000平方メー

固 定 資 産 税 等

の 納 税 者 が そ

れ ぞ れ 異 な る

場 合 で あ っ て

も 一 つ の 事 業

者とみなす。 



ト ル 以 上 取 得

し 、 か つ 、 用

地 の 取 得 日 又

は 検 査 済 証 交

付 日 か ら ３ 年

以 内 に 指 定 事

業 者 自 ら が 操

業 を 開 始 し 、

交 付 申 請 時 に

工 場 等 が 継 続

し て い る こ

と。 

1 工場等を

新 設 す る た め

に 群 馬 県 企 業

局 が 造 成 し た

工 業 団 地 等 の

用 地 を 当 該 企

業 局 か ら 取 得

（ 企 業 局 の 承

認 を 受 け て 、

用 地 の 転 売 に

よ り 取 得 し た

も の を 含

む 。 ） し 、 か

つ 、 用 地 の 取

得 日 か ら ３ 年

以 内 に 指 定 事

業 者 自 ら が 操



業 を 開 始 し 、

交 付 申 請 時 に

企 業 局 が 承 認

し た 業 務 を 継

続 し て い る こ

と。 

増 設 の

場 合 に

対 す る

奨励金 

交 付 申 請 時

に お い て 、 市

民 税 特 別 徴 収

事 業 者 で あ

り 、 市 税 の 滞

納 が な く 、 次

の 要 件 を 全 て

満 た す 指 定 事

業 者 で あ る こ

と。 

1  工 場 等

（ 製 造 業 に 限

る 。 ） の 増 設

に 係 る 建 築 面

積 （ 建 築 基 準

法 施 行 令 （ 昭

和 25 年 政 令 第

338号）第２条

第 １ 項 第 ２ 号

に 定 め る も の

を い う 。 ） が

500平方メート

増 設 し た 工

場 等 に 係 る 固

定 資 産 税 等

（ 土 地 に 課 す

る 税 を 除

く 。 ） の 納 税

額 に ２ 分 の １

を 乗 じ て 得 た

額とする。  

増 設 し た 工

場 等 の 操 業 開

始 後 に お け る

固 定 資 産 税 等

を 完 納 し た 翌

年 度 か ら 起 算

し て ３ 箇 年 を

限 度 と し て 交

付する。 

会 社 法 第 ２

条 第 １ 項 第 ４

号 に 規 定 す る

親 会 社 及 び 同

項 第 ３ 号 に 規

定 す る 子 会 社

の 関 係 を 有 す

る 企 業 が 、 共

同 で 同 一 敷 地

内 に お い て 左

欄 に 掲 げ る 要

件 を 全 て 満 た

す 事 業 を 行 う

場 合 は 、 固 定

資 産 税 等 の 納

税 者 が そ れ ぞ

れ 異 な る 場 合

で あ っ て も 一

つ の 事 業 者 と

みなす。 



ル 以 上 で あ る

こと。  

1 増設工事

の 完 了 後 １ 年

以 内 に 増 設 し

た 工 場 等 の 操

業 を 開 始 す る

こと。  

1 増設前の

工 場 等 で 従 業

員 （ 労 働 者 派

遣 事 業 の 適 正

な 運 営 の 確 保

及 び 派 遣 労 働

者 の 保 護 等 に

関 す る 法 律

（ 昭 和 60 年 法

律 第 88 号 ） 第

２ 条 第 ２ 号 に

規 定 す る 派 遣

労 働 者 を 除

く 。 ） を 50 人

以 上 雇 用 し て

いること。 

1 工場等の

増 設 に 係 る 工

事 の 契 約 日 か

ら 起 算 し て 初

回 の 交 付 申 請



時 ま で に 市 内

在 住 者 を 新 規

に ２ 人 以 上 か

つ ６ 月 以 上 継

続 し て 常 時 雇

用 し て い る 、

又 は ６ 月 以 上

継 続 し て 常 時

雇 用 し て い る

転 入 者 が あ る

こと。  

雇 用 に

対 す る

奨励金 

新 設 又 は 増

設 の 場 合 に 対

す る 奨 励 金 の

要 件 を 満 た

し 、 次 の 要 件

の い ず れ か を

満 た す 指 定 事

業 者 で あ る こ

と。 

1 新設の場

合 に あ っ て は

土 地 の 取 得 日

又 は 検 査 済 証

交 付 日 、 増 設

の 場 合 に あ っ

て は 増 設 に 係

る 工 事 の 契 約

左 欄 に 掲 げ

る 新 規 に 常 時

雇 用 し て い る

者 及 び 転 入 者

１ 人 に つ き 20

万 円 を 乗 じ た

額とする。 

工 場 等 の 操

業 開 始 後 又 は

増 設 し た 工 場

等 の 操 業 開 始

後 に お け る 固

定 資 産 税 等 を

完 納 し た 翌 年

度 か ら 起 算 し

て １ 箇 年 を 限

度 と し て １ 回

限 り の 交 付 と

する。  

会 社 法 第 ２

条 第 １ 項 第 ４

号 に 規 定 す る

親 会 社 及 び 同

項 第 ３ 号 に 規

定 す る 子 会 社

の 関 係 を 有 す

る 企 業 が 、 共

同 で 同 一 敷 地

内 に お い て 左

欄 に 掲 げ る い

ず れ か の 要 件

を 満 た す 事 業

を 行 う 場 合

は 、 そ れ ぞ れ

の 事 業 者 で 常

時 雇 用 さ れ て



日 以 降 に 、 市

内 在 住 者 を 新

規 に ６ 月 以 上

継 続 し て 常 時

雇 用 し て い る

こと。  

1 交付申請

時 に お い て 、

６ 月 以 上 継 続

し て 常 時 雇 用

し て い る 転 入

者 で あ る こ

と。 

い る 者 を 同 一

事 業 者 で 常 時

雇 用 さ れ て い

る 者 と み な

す。  

 


